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公

告

（
一
四
六
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

令
和
元
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
石
城
の
里
地
区
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
五
日

（
一
四
七
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。
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年
十
月
二
十
三
日
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村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

二

作
業
の
地
域

山
口
市

三

作
業
の
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

栗
本
詠
子
後
援
会
栗
本
栄
枝
荒
木
梨
奈
玖
珂
郡
和
木
町
和
木
５
丁

目
10番
９
－
４
号

平
成
31、
４
、
３

市
政
を
市
民
に
と

り
も
ど
す
会

松
田
直
子
西

恵
太
周
南
市
大
字
戸
田
2545

〃
〃
５

山
口
県
私
立
中
学

高
等
学
校
振
興
連

盟
牛
見
正
彦
工
藤
公
照
山
口
市
中
河
原
町
２
番
14

号
〃
〃
18
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

自
由
民
主
党
山
陽
支
部

新
藤
精
二
会
計
責
任
者
林

岳
原
田
万
史

平
成
31、
４
、
10

自
由
民
主
党
下
関
支
部

西
本
健
治
郎
〃

田
中
義
一

江
村
卓
三

〃
〃
20

自
由
民
主
党
山
口
県
参
議
院
選

挙
区
第
二
支
部

林
芳
正
〃

徳
見
秀
明

中
林
修
二

〃
〃
１

自
由
民
主
党
山
口
県
自
動
車
整

備
支
部

和
田
繁
喜
代
表
者
和
田
繁
喜

織
田
浩
久

〃
〃
17

自
由
民
主
党
山
口
県
司
法
書
士

支
部

河
村
誠
一
代
表
者
河
村
誠
一

長
岡
正
興

〃
〃
１

事
務
所
岩
国
市
錦
町
広

瀬
1196

山
口
市
阿
東
生

雲
中
177の

１

浅
本
て
る
あ
き
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
藤
村
昭
二
会
計
責
任
者
有
馬
隆
司

弘
実
法
造

〃
１
、
５

志
賀
光
法
後
援
会

末
田
昭
男
代
表
者
末
田
昭
男

藤
田
昭
一

〃
４
、
７

税
理
士
に
よ
る
安
倍
晋
三
後
援

会
石
光
孝
英
〃

石
光
孝
英

藤
井
幸
郎

〃
〃
10

日
本
薬
業
政
治
連
盟
山
口
県
支

部
関
谷
淳
一
〃

関
谷
淳
一

垣
村
和
彦

〃
〃
１

林
よ
し
ま
さ
後
援
会

藤
本
勝
治
会
計
責
任
者
徳
見
秀
明

中
林
修
二

〃
〃
〃

山
口
県
自
動
車
整
備
政
治
連
盟
和
田
繁
喜
代
表
者
和
田
繁
喜

織
田
浩
久

〃
〃
17

山
口
県
商
工
政
治
連
盟

藤
村
利
夫
会
計
責
任
者
奥
田

宏
賀
屋
哲
也

〃
〃
１

事
務
所
山
口
市
小
郡
光

が
丘
11番
２
号
防
府
市
西
仁
井

令
１
丁
目
４
番

５
号

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

新
藤
精
二
後
援
会

岸
田
悦
雄
㖊
富
規
矩
男
山
陽
小
野
田
市
大
字
郡
3136

平
成
31、
４
、
25

杉
山
孝
治
後
援
会

藤
井
輝
夫
美
桃
俊
次
宇
部
市
開
４
丁
目
13番
６
号

〃
３
、
28

つ
の
あ
き
ら
後
援
会

小
田
穣
亮
牛
尾
信
子
山
口
市
小
郡
緑
町
７
番
35号

平
成
30、
12、
31

令
和
元
年
十
月
二
十
三
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
元
年
十
月
二
十
三
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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